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今後の職業訓練の実施方針について

平成21年8月5日

中央訓練協議会

１ 趣旨、検討経緯

・ 雇用失業情勢が厳しさを増す中、離職者を今後成長が期待される産業分野

にその支え手として誘導する必要性が高まっており、これを可能とする人材育

成施策の強化が求められている。

・ 平成２１年度補正予算においても、非正規労働者等の能力の底上げのため

の「緊急人材育成・就職支援基金」が創設されるなど、関係施策の拡充を図っ

ているところである。

・ こうした中、同基金事業をはじめ、今後の職業訓練を実効ある形で展開する

ためには、新規成長・雇用吸収分野で求められている人材の具体的な能力要

件等を明らかにするとともに、産業界における人材ニーズを踏まえた形で、職業

訓練の重点分野やその実施規模（目標）を定めるなど、戦略的に取組を進めて

いく必要がある。

・ 併せて、各分野での人材定着の状況や典型的なキャリアパス等についても把

握に努め、人材がより定着し、能力発揮できる環境の整備を進めていく必要が

ある。

・ 上記の趣旨から、「未来開拓戦略」（平成21年4月17日内閣府・経済産業省）

等で示された、新規成長や雇用吸収の見込まれる産業分野を中心に、関係省

庁の連携の下、業界団体等の協力を得て、産業における人材ニーズ、求められ

る能力要件・レベル、人材定着に向けた課題等の把握に努めるとともに、関係

者間での議論を深め、本日開催の中央訓練協議会の場で、今後の職業訓練の

実施に係る本基本方針をとりまとめた。

・ 今後は、これを基軸に据え、関係省庁はじめ関係諸機関が有機的に連携し

て、人材育成に係る取組を進めていく。
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２ 基本方針

（１） 職業訓練の重点分野及びその実施規模

① 「緊急人材育成・就職支援基金」による職業訓練

「緊急人材育成・就職支援基金」による職業訓練（以下「基金訓練」とい

う。）は、雇用保険を受給できない非正規労働者等が対象者となることを踏

まえ、その基礎的な能力の底上げによる就職可能性の拡大を目指し、次の

とおり、職業訓練を実施する。

ⅰ） 就職に向けた基礎的能力の習得のための訓練（年間約１２万人）

ア) 基礎演習コース（年間約６万人）

基金訓練の受講者としては、就業経験の少ない若年者等が多く見込

まれることから、その特性に配慮し、①就職に必要な基礎力の養成、②

主要な業界、職種に係る短期間の体験の場の提供等を内容とする「基

礎演習コース」を設け、より実践的な職業訓練（下記ⅱ）の実践演習コー

スや公共職業訓練）に向けたレディネス（職業準備性）の付与や具体的

な職業選択へ向けた動機付けを支援する。

イ） 職種横断的スキル向上のための訓練（年間約６万人）

新規成長や雇用吸収の見込まれる分野での就職を実現するために

は、ITスキル、会計・簿記など、どの産業分野においても求められる横断

的なスキルを向上させることが有効である。このため、これらのスキルを

向上させるための訓練を実施する。

ⅱ） 実践的能力の習得のための訓練（実践演習コース。年間約６万人）

各業界における人材ニーズ等を踏まえ、ⅰ）の基礎的能力の習得のた

めの訓練修了者等を対象に、別紙１のとおり、情報通信分野で約1万5千

人～2万5千人、介護・福祉分野で約1万人、医療分野で約5千人、農業分

野で約2千～3千人、環境分野で約2千～3千人を目標に、訓練を実施す

る。

また、訓練終了後の就職を見据えた場合、地域の産業ニーズを十分勘

案した訓練の設定が重要であることから、上記とは別に、約2万人の地域

ニーズ対応枠を設け、地場産業、ものづくり、サービス業など、地域におい

て新規の事業展開や雇用吸収の見込まれる分野で訓練を実施する。
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② 公共職業訓練（年間約２２万人）

公共職業訓練は、主として雇用保険二事業により、ものづくり分野等を中

心とする公共職業能力開発施設における訓練（施設内訓練）と、情報通信、

介護、営業・販売、経理等様々な分野・職種における民間教育訓練機関等を

活用した訓練（委託訓練）から成っており、その実施規模は、平成19年度に

おける約14万人から、平成21年度は約22万人にまで拡大している。

公共職業訓練については、これまでも、地域ニーズの積上げの形で、訓練

分野・職種が設定されてきたことから、本基本方針においても、平成19年度

における実施分野・規模をベースとしつつ、拡充分については、情報通信、

介護・福祉など、新規成長や雇用吸収の見込まれる分野における訓練の比

率を高めて実施することとする。

これにより、訓練分野・職種、その実施規模（目標）は、別紙２のとおりとす

る。

（２） キャリア形成支援その他の課題

多くの産業分野において、新規成長や雇用吸収が期待されている一方

で、企業規模、企業体力等の点で十分な人材投資ができない、そのため人

材が定着しづらい、といった人材育成・定着上の課題も存在している。

また、キャリアパスを描きづらい、技術やノウハウを活かせる領域が限ら

れている、評価を把握しづらい、といったキャリア形成や能力発揮に係る課

題も抱えており、キャリア・アップできる仕組み作り等も今後の重要な課題と

なる。

これら課題の解決に向けては、雇用管理の改善とともに、産業分野に詳し

い専門的なキャリア・コンサルタントの養成・確保、職業能力評価基準やモデ

ル評価シート、キャリア・マップなど、キャリア形成支援に係る業界内インフラ

の整備が必要であり、下記（３）①の業種別のワーキングチームで検討を進

めていく必要がある。



- 4 -

（３） 推進体制（別紙３）

① 産業・教育訓練ワーキングチームの設置

産業分野ごとの推進体制として、業界団体、教育訓練機関の団体等を構

成員とする「産業・教育訓練ワーキングチーム」を主な産業分野ごとに設置

する。

同ワーキングチームでは、訓練の具体的内容（産業ニーズに即したカリキ

ュラム編成等）、その実施方法（座学と企業実習を組み合わせたデュアル形

式、専門学校等における座学形式、OJTを中心とした事業主委託形式等）、

定着促進やキャリア・アップを可能とする業界内の仕組み作り等について、

検討を行う。

② 地域訓練協議会の設置

地域における推進体制として、（独）雇用・能力開発機構都道府県センタ

ー、都道府県労働局、地方経済産業局、都道府県、地域の労使団体や教育

訓練機関の団体等を構成員とする「地域訓練協議会」を都道府県ごとに設

置する。

同協議会では、本基本方針を踏まえ、①地域ニーズ対応分も含め、各地

域（都道府県）における訓練実施分野と規模（目標）の設定、②訓練実施機

関の開拓や関係機関間の連携方策の確認等を行い、新たな訓練資源の開

拓を進めつつ、地域ニーズに即した効果的な職業訓練の展開を図る。

（４） 基本方針の改定

今後も必要に応じ、中央訓練協議会を開催し、職業訓練の実施状況等に

ついてフォローアップを行うとともに、訓練の実施状況等を踏まえ、「基本方

針」の改訂を行う。



＜緊急人材育成支援事業＞ 雇用保険非受給者約３５万人

①職種横断的スキル（ITスキル等）向上のための訓練（３ヶ月）：
約18万人

②新規成長や雇用吸収の見込まれる分野（情報通信、介護・福祉、医
療、農業、環境等）における長期訓練（基礎から実践へ。３か月～１
年）： 約18万人

③上記訓練の受入れ枠確保のため、コース設定、講師育成など、人材
育成機関を支援

○基金事業（緊急人材育成支援事業）及び雇用保険二事業により、３年間で１００万人を対象に職業訓練を実施
○基金では、雇用保険を受給していない者（非受給者）に対する訓練機会を３５万人規模で確保
○非受給者（35万人＋15万人）のうち、主たる生計者（30万人）には、基金から訓練中の生活費を給付

当面３年間における基金事業を含む職業訓練の全体像

３年間で１００万人分の訓練機会を確保

＜雇用保険二事業＞ 約６５万人（うち、雇用保険非受給者約１５万人）
（公共職業訓練）

上記①②の分野も含め、営業・販売、技術、経理等、様々な職種・分野
における訓練：
約６５万人（２１年度予算ベースによる約２２万人を３年間継続実施）

＋

雇
用
保
険
非
受
給
者
合
計

50
万
人

訓練中の生活費を保障

月額１０万円
月額１２万円

月額５万円ま
で

月額８万円ま
で

○雇用保険非受給者のうち主たる生計者
（３０万人）に対し、生活費を保障

・生活費給付

・希望者への上乗せ貸付（就職した場合、５割
返還免除）

貸付

給付

単身者 扶養家族を有
する者 （

参
考
）

５



職種横断的スキル向上の
ための訓練（3ヶ月）
（年間約６万人）

・ ITスキル
・ 会計・簿記 等

※２

基礎的能力の習得のための
訓練（年間約１２万人）

基礎演習コース（6ヶ月）
（年間約６万人）

・ 基礎力の養成

・ 主要な業界、職種に係
る短期間の体験の場の提
供等

※１

実践演習コース
（3～6ヶ月）
（年間約６万人）

・ 各業界、職種で求
められる知識・技能
の習得

※１ 基礎演習コースの修了者は、より実践的な職業訓練
（実践演習コースや公共職業訓練）に移行することを想定

※２ 職種横断的スキル向上のための訓練の修了者は、就職
活動を経て雇用されることを想定するが、必要に応じ、より実
践的な職業訓練（実践演習コースや公共職業訓練）に移行

基金訓練の実施イメージ
（
別

紙
１
）

【実践演習コースの主な実施分野と規模】

※ 21年度は、下記の分野・規模を基本に訓練実施
※ 22年度以降は、実施状況等を勘案し、必要な見直し

（平成２１年度）

分野・職種 具体的な訓練コース

情報通信、情
報処理、コン
テンツ等

プログラマ（JAVAなど）
ソフトウェア・コーディネーター
システム運用・構築プロモート 等

約15,000
人～

25,000人

介護・福祉
介護職員基礎研修、ホームヘル
パー２級 等

約10,000
人

医療
医師事務作業補助者（医療秘書）
等

約5,000人

農業 畜産、農業経営 等
約2,000～
3,000人

環境
リサイクル、第二種電気工事士
等

約2,000～
3,000人

地域ニーズ
地場産業、ものづくり、観光、サー
ビス等の地域ﾆｰｽﾞに対応したもの
（上記分野を含む）

約20,000
人

計
約60,000

人

※数値は、訓練の実施規模を示したもの

６



分野・職種 具体的な訓練コース

情報通信

プログラマ（JAVAなど）
ソフトウェア・コーディ
ネーター
システム運用・構築プロ
モート など

約90,000人

介護・福祉
介護職員基礎研修、
ホームヘルパー２級な
ど

約24,000人

事務系職
種

経理、一般事務、経営
実務など

約50,000～
55,000人

サービス等
の職種

営業、販売、設備管理な
ど

約25,000人

製造
機械、溶接、機械組立な
ど

約15,000人

建築・建設 建築、製図、営繕など
約7,000～
8,000人

農業 園芸、造園など
約2000～
3000人

計 約220,000人

分野・職種 具体的な訓練コース

情報通信

プログラマ（JAVAなど）
ソフトウェア・コーディ
ネーター
システム運用・構築プロ
モート など

53,649

介護・福祉
介護職員基礎研修、
ホームヘルパー２級な
ど

11,382

事務系職
種

経理、一般事務、経営
実務など

38,693

サービス
等の職種

営業、販売、設備管理
など

16,961

製造
機械、溶接、機械組立
など

11,926

建築・建設建築、製図、営繕など 5,292

農業 園芸、造園など 1,639

その他 デザインなど 2,237

計 141,779人

（
別

紙
２
）

【公共職業訓練の主な実施分野と規模】

【平成19年度】 【平成21年度】

平成19年度の実

施分野・規模を
ベースとしつつ、
拡充分（約８万
人）については、
情報通信、介護・
福祉といった新
規成長や雇用吸
収の見込まれる
分野の比率を高
めて実施

※数値は、訓練の実施規模を示したもの７



関係省庁や労使団体、教育訓練機関等と連携した訓練実施スキーム（イメージ案）

○関係省庁、経済団体、労働組合、教育訓練機関の団体等の参画を得て協議会を設置・開催し、訓練を実施す
る分野、規模を決定

○上記協議会の下に、産業分野ごとに事業主団体と教育訓練機関の団体によるワーキングチームを設置し、具
体的訓練ニーズを把握するとともに、職業能力開発基準や関連するインフラの活用を通じた訓練修了者の定着
促進、キャリアアップの方策等を協議

○地域ごとに、雇用・能力開発機構都道府県センター、県、労働局、経産局、労使、教育訓練機関の団体等から
なる協議会を設置し、地域における訓練ニーズを把握するとともに、訓練の受皿の調整等を実施

中央訓練協議会 産業・教育訓練ワーキングチーム 地域訓練協議会

上記省庁、労使、訓練機関の団体をメン
バーとした協議会を開催し、訓練を実施
する分野、規模に関する全体像について
意見交換

訓練の実施分野、規模の決定

関係省庁に訓練ニーズ等をヒアリング。
業界団体及び教育訓練機関に人材育
成ニーズや規模、実施する訓練の内容
等についてヒアリング。

関係省庁や主要業界団体、教育訓練機
関からのヒアリング結果を基に訓練実施
分野、規模に関する素案作成

上記ヒアリング実施団体等をメンバーと
する業種別部会を設置

訓練の実施方法、職業能力評価基準や
関連インフラを活用した訓練修了者の定
着促進、キャリアアップ等について協議

雇用・能力開発機構都道府県センター、
労働局、経産局、県、事業主団体、教
育訓練機関団体等をメンバーとする協
議会を設置

中央での決定や協議を踏まえつつ、地
域レベルでの訓練ニーズの把握、実施
方法や受皿に関する調整等について
協議

「未来開拓戦略」等の成長分野等に
おける業所管省庁、労使団体、訓練
機関の団体

業界団体や教育訓練機関の団体等
雇用・能力開発機構都道府県セン
ター、労働局、経産局、県、事業主団
体、教育訓練機関の団体等

５
月
～
６
月

７
月
～
８
月

８
月
～

中央レベル 地域（都道府県別）レベル

（
別
紙

３
）８
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